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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
二
号

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
雇
用
保
険
法
附
則
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
地
域
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
雇
用
保

険
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
地
域
（
令
和
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
三
十
二

号
）
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
所
定
給
付
日
数
（
受
給
資
格
者
が
雇
用

保
険
法
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
期
間
内
に
基
本
手
当
の
支
給
を
受
け
た
日
数
が
所
定
給
付
日
数
に
満
た

な
い
場
合
に
は
、
そ
の
支
給
を
受
け
た
日
数
）
を
超
え
て
基
本
手
当
の
受
給
を
開
始
し
た
日
が
同
日
以
前
で
あ
る
受
給
資
格
者

に
対
す
る
同
告
示
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

雇
用
保
険
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
地
域

雇
用
保
険
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
地
域
は
、
青
森
県
の
区
域
（
五
所
川
原
公

共
職
業
安
定
所
及
び
黒
石
公
共
職
業
安
定
所
の
管
轄
区
域
に
限
る
。
）
と
す
る
。

雇
用
保
険
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
地
域


